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【目的】 

 

特定給食施設等の栄養管理状況については、健康増進法及び香川県健康増進法施行細則等に基づき、状況

把握及び指導を実施している。また、管内の給食施設等から毎年 1回保健所長へ報告する栄養管理報告書

（香川県特定給食施設等指導要綱第 9条）からは、施設の状況及び課題やニーズを把握し、個別指導につな

げる。さらに、報告書の各項目の実施状況を集計することで、管内の課題や施設の種類別の状況を把握し、

巡回指導や研修会の事業計画に反映させることを目的とする。 

 

【栄養管理報告書提出時期】 

令和７年 6月の状況を令和７年 7月 20日までに提出したものである。 

 

●報告対象施設及び提出率（管内の給食施設の種類と施設数） 

管内に給食施設は 95施設あり、提出率は 99％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1回300食
以上又は
1日750食
以上

1回100食以上
又は

1日250食以上

1回50食以上
100食未満
又は1日100食
以上250食未満

1回50食未満かつ
1日100食未満の
病院及び
有床診療所

病院 1 6 4 0 11 11 100

医院・診療所 0 0 0 3 3 3 100

介護医療院 0 0 1 0 1 1 100

介護老人
保健施設

0 7 2 0 9 9 100

老人福祉
施設等

0 5 21 0 26 26 100

社会福祉
施設

0 3 0 0 3 3 100

保育所等
保育所・
こども園

1 15 9 0 25 25 100

事業所等 事業所・寮 0 4 1 0 5 4 80
11 43 38 3 95 94 99

提出数
回収率
（％）

特定給食施設

計

その他の給食施設
(特定給食施設以外の施設)

学校等

合　計

小・中学校
給食センター
共同調理場

社会福祉
施設等

病院等

9 3 100121200
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１ 調理業務の委託状況 

 

栄養管理報告書の提出があった 94施設

のうち、調理業務を委託している施設は

52.1％（49施設）であった。 

 調理業務の委託の割合が最も高いのは、

事業所等の 100.0％（4施設）であり、割

合が最も低いのは、保育所等の 28.0％（7

施設）であった。 

 

 

 

 

２ 施設栄養士の配置状況 

 

特定給食施設のうち、特別な栄養管理が

必要な施設として、知事が指定する管理栄

養士配置義務（健康増進法第 21条第１

項）のある施設は、管内に 2施設あり、管

理栄養士が配置されている。 

 病院等では、医学的栄養管理が必要とさ

れ、栄養指導料等を算定するためには管理

栄養士の配置が必要とされている。病院等

で管理栄養士が配置されている施設は

92.9％（13施設）であり、配置なしの 1施

設は、許可病床数の少ない診療所であっ

た。 

 社会福祉施設等では、管理栄養士による

栄養ケア・マネジメント未実施で減算対象となっており、管理栄養士の配置率は病院等に次いで高く、

87.2％（34施設）であった。 

 学校等では、学校給食法において「学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員は、栄養教諭又

は栄養士若しくは管理栄養士の免許を有する者」とされており、管理栄養士又は栄養士が配置されている施

設は、兼務も含め 100％（12施設）であった。 
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33.3%

42.9%
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栄養士のみ 配置なし 兼務
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３ 健康・栄養に関する情報の提供状況 

 

健康増進法第 21条第 3項により、「特定給

食施設の設置者は、前 2項に定めるもののほ

か、厚生労働省令で定める基準に従って、適

切な栄養管理を行わなければならない」とさ

れ、また、厚生労働省令において、栄養管理

基準の 1つに「献立表の掲示並びに熱量及び

たんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の

表示等により、利用者に対して栄養に関する

情報の提供を行うこと」と定められている。 

 栄養成分表示をしている施設の割合は、全

体の 60.6％（57施設）であり、病院等が

100％（14施設）で最も高く、次に学校等が

83.3％（10施設）であった。保育所等では

32.0％（8施設）で、最も低い割合となった。 

 

 

 

 情報提供の方法は施設ごとの違いがあるが、「献立表の掲示・配布」は学校等、病院等、事業所等で 100％

実施されていた。その他の施設についても 95％以上実施されていた。また、ポスター等の掲示については、

事業所等で高く、給食だよりは学校等や保育所等で高い割合を示した。喫食時間訪問については、学校等で

高い割合を示した。 

 その他の内容については、学校等では市の広報などが配布され、病院等では食中毒予防のチラシの配布、

保育所等では試食会やレシピの提供などが実施されていた。  

75.0%

32.0%

56.4%

100.0%

83.3%

60.6%

25.0%

68.0%

43.6%

16.7%

39.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業所等

保育所等

社会福祉施設等

病院等

学校等

全体

栄養成分表示の状況

表示あり 表示なし 未記入

献立表
ポスター等の

掲示
卓上メモ 給食だより 放送 展示

喫食時間

訪問
その他

全体 97.9% 46.8% 2.1% 42.6% 39.4% 31.9% 55.3% 9.6%

学校等 100.0% 66.7% 0.0% 100.0% 100.0% 25.0% 91.7% 25.0%

病院等 100.0% 50.0% 0.0% 21.4% 0.0% 14.3% 50.0% 7.1%

社会福祉施設等 97.4% 25.6% 0.0% 2.6% 5.1% 0.0% 56.4% 2.6%

保育所等 96.0% 60.0% 4.0% 92.0% 92.0% 92.0% 48.0% 16.0%

事業所等 100.0% 100.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

健康・栄養情報を提供している施設
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４ 給与食品量（野菜と果物） 

 

給食施設では、利用者の身体状況、栄養状

態、生活習慣等を把握し、それに基づいて適当

な栄養量（目標量）を満たす食事の提供に努め

ている。 

 給食施設における野菜と果物の給与量の概要

は右の通りである。 

野菜給与量の平均値については、学校等では

目標量を上回っており、その他の施設では目標

量を下回っていた。 

果物の平均値については、どの施設も目標量を下回っていた。 

 

（１） 学校等 

 

学校給食センターや単独校の野菜と果物の給与

量について、目標量は、食品構成表※の児童（8～

9歳）の値を用いて、野菜 93g、果物 32gとし

た。 

 野菜は 83.3%（10施設）の施設で目標量を満た

していたが、果物はどの施設でも目標量を満たし

ていなかった。 

※「学校給食摂取基準の算定について（報告）」（学校給食における児童生

徒の食事摂取基準算定に関する調査研究協力者協議会（平成 23 年 3 月）） 

 

（２） 病院等、社会福祉施設等 

 

1日 3食を提供している病院等と社会福祉施設

等の野菜と果物の給与量について、目標量は、

「健康日本 21（第３次）」や「健やか香川 21ヘル

スプラン（第３次）」で目標にしている野菜 350g/

日、果物 200g/日とした。 

病院等では、野菜は 35.7％（5施設）で目標量

を満たしていたが、果物はどの施設でも目標量を

満たしていなかった。 

 

 

 

 

（g） 
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(g) 野菜と果物の給与量（病院等）

野菜 平均値 最大値 最小値 目標ライン

学校等 110.0 166.0 73.0 93

病院等 336.8 558.0 248.7 350

社会福祉施設等 292.5 536.0 0.0 350

保育所等 95.3 119.0 58.5 100

果物 平均値 最大値 最小値 目標ライン

学校等 6.2 18.0 0.0 32

病院等 43.9 92.0 7.0 200

社会福祉施設等 37.3 84.0 0.0 200

保育所等 40.4 63.1 5.4 50
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社会福祉施設等では、野菜は 10.3％（4施

設）の施設で目標量を満たしていたが、果物は

どの施設も満たしていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 保育所等 

 

保育所等の給与量について、目標量は「保育

所給食の手引き（県子ども政策課）」の「3～5

歳児の食品構成（例）」を参考に、野菜 100g、

果物 50gとした。 

保育所等では、野菜は 44.0％（11施設）の

施設、果物は 28.0％（7施設）の施設で目標量

を満たしていた。 

 

 

 

 

５ 危機管理体制整備状況 

（１）非常食の備蓄 

 

非常食の備蓄をしている施設は全体で

92.5％（87施設）であった。施設別にみる

と、病院等と社会福祉施設等では昨年度と同

様に 100％であり、事業所等は昨年度に比較

し 60.0％から 75.0％に増加した。 
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（２）非常食の備蓄量 

「香川県災害時保健活動マニュアル（令

和 4年 10月）」では、給食施設にあって

は、「ライフラインや通常の食材流通ルート

が正常に機能しない状況を想定し、施設の

利用者の特性に合わせた食品を最低でも 3

日間分、備蓄する。必要に応じて、職員用

の備蓄も検討する。」としている。 

 3日分以上備蓄している割合の高い施設

は、病院等 78.6％（11施設）、社会福祉施

設等 66.7％（26施設）であった。保育所等

では 1日分備蓄している施設が最も多く、

学校等、事業所等では 1日未満の施設が最

も多かった。 

 

 

（３）備蓄内容  

備蓄内容について、全体的に水や缶詰類を備蓄している施設が多かった。また、非常食と一緒に食器を備

蓄している施設は全体の 80.5％（70施設）、熱源を置いている施設は 51.7％（45施設）であり、どちらも昨

年度より備蓄施設数が増加した（昨年度 食器：73.9％（65施設）、熱源：47.7％（42施設））。「その他」の

内容に関しては、学校等ではビスケットやレトルト食品、病院等ではレトルト粥、濃厚流動食、栄養補助食

品、フリーズドライ食品など、社会福祉施設等ではお粥やレトルト食品、濃厚流動食、栄養補助食品、ペー

スト食品など、保育所等ではパンやラップをはじめとする備品等が多く備蓄されていた。 

水
その他

の飲料

アル

ファ化

米

缶詰類 菓子類

食物

アレル

ギー

対応

乳児用

ミルク
離乳食 食器 熱源 その他

全体 94.3% 25.3% 63.2% 73.6% 47.1% 28.7% 80.5% 51.7% 41.4%

学校等 42.9% 0.0% 42.9% 28.6% 14.3% 42.9% 0.0% 0.0% 57.1% 14.3% 57.1%

病院等 100.0% 14.3% 57.1% 64.3% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 78.6% 50.0% 42.9%

社会福祉施設等 97.4% 30.8% 53.8% 82.1% 33.3% 5.1% 0.0% 0.0% 87.2% 48.7% 51.3%

保育所等 100.0% 29.2% 91.7% 75.0% 95.8% 75.0% 20.8% 54.2% 87.5% 75.0% 25.0%

事業所等 100.0% 33.3% 33.3% 100.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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100%
備蓄内容

40.0%
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8.3%
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10.2%

4.2%
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66.7%

78.6%

44.2%

40.0%
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58.4%

11.6%
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事業所等
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社会福祉施設等

病院等

学校等

全体

非常食の備蓄量

1日未満 1日分 2日分 3日分以上 未記入
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（４）非常食の保管場所  

保管場所については、防災倉庫以外の場所（その他）や厨房内に保管している施設の割合が高かった。「香

川県災害時保健活動マニュアル（令和 4年 10月）」では、「備蓄食品の保管場所は、災害時に取り出しやすい

場所にする。分散して保管する方法もある。」としている。2か所以上に分散して保管している施設は、全体

の 34.5％（30施設）であった。「その他」については、学校等では用務員室、体育館、病院等では各病棟、

食堂など、保育所等では事務所や遊戯室、保健室、廊下などがあった。 

 

 

（５）非常時用マニュアル・献立表の整備 

①食中毒発生時及び災害時対応マニュアル 

食中毒発生時対応マニュアルの整備率は年度ごとの変化はほとんどなく、学校、保育所等、病院、社会

福祉施設等では 90％以上の施設で整備されている。 
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4 4 4 3

14 14 13 14 37 36 36 36

1 1 1 1 1 1 1 2 2
1 1 1 1

1 1 1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

R4 R5 R6 R7 R4 R5 R6 R7 R4 R5 R6 R7 R4 R5 R6 R7 R4 R5 R6 R7

学校 保育所 事業所 病院 福祉施設
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20.7%

77.0%
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28.6%

14.3%
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35.7%
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15.4%
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非常食の保管場所（割合）

全体 学校等 病院等 社会福祉施設等 保育所等 事業所等
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災害時対応マニュアルがある施設の整備率も年度ごとの変化はほとんどなく、保育所等、病院、社会福

祉施設等では 90％以上が整備されている。 

 

②食中毒発生時及び災害時献立表 
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食中毒発生時献立表がある施設の割合は、65施設（69.1%）であり、昨年度と大きな変化はなかった。 

保育所、事業所等、病院、社会福祉施設等では 70%以上が献立を作成しており、中でも社会福祉施設等

は 33施設（84.6％）と最も高い割合であった。 

災害時献立表がある施設は 76施設（80.9％）であり、前年度と同数であった。施設種別で見ると、病

院や社会福祉施設等では 95％以上の施設で作成されており、高い普及率となっている。 

 

 

６ 食物アレルギーの対応状況 

 

学校等及び保育所等における食物アレルギーの対応率は、学校等は 100％（12施設）、保育所等は 96.0%

（24施設）であった。 

 また、対応方法については、学校等では「家庭より持参」が 100％（12施設）、保育所等では「別献立」が

64.0％（16施設）で最も多かった。「その他」の項目については、「代替あり除去」などがあった。 

 

７ 1人 1日当たりの給食材料費 

 

病院等および社会福祉施設等におけ

る給食材料費について、901円以上の

施設が、病院で 10施設、社会福祉施

設等で 14施設と、両施設ともに最も

多かった。 

社会福祉施設等における給食材料費

は、前年度に最多であった 701～800

円の価格帯から上昇しており、材料費

の高騰が推察される。 

100.0%

96.0%

4.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

学校等

保育所等

食物アレルギーの対応

有 無

16.7%

64.0%

91.7%

40.0%

100.0%

4.0%

50.0%

4.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

学校等 保育所等

食物アレルギーの対応方法（複数回答）

別献立 代替なし除去 家庭より持参 その他

3

3

10

9

14

0

0

0

2

2

10

0 5 10 15

600円以下

601～700円

701～800円

801～900円

901円以上

未記入

施設数

材
料
費

給食材料費（病院、社会福祉施設等）

病院等 社会福祉施設等
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給食材料費と野菜の給与量につい

て分析すると、野菜を 350ｇ以上提

供している割合は全体の 17.0％（9

施設）であった。 

給食材料費が低いほど 300g未満

の施設の割合が高くなる傾向が見ら

れるが、給食材料費が低くても十分

な野菜の量を提供できている施設も

あった。 

 

 

 

８ 肥満とやせの状況 

（１）学校等 

  全国と香川県、管内、全て令和６年度の数値で比較した。  

 

  ①肥満傾向児（男児）  

 

管内における肥満傾向児の出現率

は、5歳、小 3、中 3を除くすべての

年齢において、全国および香川県の

数値を上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

管内各市の肥満傾向児の出現率を

みると、観音寺市は小 2、小 3、中 3

以外、三豊市は 5歳、小 3、中 2以外

で香川県の割合を上回っていた。 

 最も高い割合を示したのは香川県

では小 4、観音寺市では小 5、三豊市

では中 3であった。 

 

 

 

 

5歳 小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3

西讃管内 2.9% 5.8% 7.0% 10.0%14.7%17.7%15.8%16.1%13.3%12.0%

香川県 2.8% 4.7% 6.2% 10.5%12.8%12.3%11.9%12.6%12.1%12.3%

全国 2.9% 4.1% 6.5% 9.5% 11.3%12.7%13.0%12.7%11.7% 8.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

令和6年度 肥満傾向児の出現率 男児

西讃管内 香川県 全国

5歳 小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3

香川県 2.8% 4.7% 6.2% 10.5 12.8 12.3 11.9 12.6 12.1 12.3

観音寺市 5.0% 5.9% 6.2% 10.1 15.0 21.2 16.0 17.6 16.9 11.4

三豊市 1.8% 5.8% 7.7% 9.8% 15.2 13.8 15.7 14.9 10.7 18.2

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

令和6年度 肥満傾向児の出現率（香川県と比較）

男児

3

7

5

11

2

4

5

7

1

1

1

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

600円以下

601～700円

701～800円

801～900円

901円以上

未記入

給食材料費と野菜の給与量

300ｇ未満 300～350ｇ未満 350ｇ以上
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②肥満傾向児（女児） 

 

管内における肥満傾向児の出現率

は、小 4、小 6を除くすべての年齢に

おいて、全国および香川県の数値を上

回っている。 

 

 

 

 

 

管内各市の肥満傾向児の出現率をみ

ると、観音寺市では小 4、小 6以外、

三豊市では小 6以外の学年で香川県の

割合を上回っていた。 

最も高い割合を示したのは香川県、

観音寺市、三豊市ともに中 1であっ

た。 

 

 

 

 

 

 ③痩身傾向児（男児） 

 

管内の痩身傾向児の出現率は、5歳

で全国の割合を上回っており、小 2、

小 3、中 1、中 2、中 3で香川県の割

合を上回っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5歳 小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3

西讃管内 4.2% 7.5% 8.9% 10.3% 9.2% 10.4%11.2%13.2%11.1%12.0%

香川県 2.8% 5.6% 6.0% 9.4% 10.0% 8.2% 11.3%11.6% 9.9% 7.8%

全国 3.1% 4.5% 6.0% 7.9% 9.1% 9.1% 10.0% 9.6% 8.4% 7.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

令和6年度 肥満傾向児の出現率 女児

5歳 小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3

香川県 2.8% 5.6% 6.0% 9.4% 10.0 8.2% 11.3 11.6 9.9% 7.8%

観音寺市 4.9% 5.9% 10.7 9.5% 8.4% 9.6% 11.2 12.8 10.3 12.6

三豊市 3.9% 8.9% 7.1% 11.2 10.1 11.0 11.2 13.5 11.6 11.6

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

令和6年度 肥満傾向児の出現率（香川県と比較）

女児

5歳 小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3

西讃管内 0.6% 0.4% 0.4% 0.4% 1.1% 1.1% 2.7% 3.2% 1.7% 1.7%

香川県 0.8% 1.0% 0.0% 0.0% 1.1% 2.1% 3.2% 3.0% 1.4% 1.3%

全国 0.2% 0.4% 0.6% 1.1% 1.9% 2.9% 3.5% 3.8% 3.2% 3.1%

0%

1%

2%

3%

4%

令和6年度 痩身傾向児の出現率 男児
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管内各市の痩身傾向児の出現率をみ

ると、観音寺市では小 3、中 1、中

2、中 3、三豊市では 5歳、小 2、小

3、小 4、小 5、中 1、中 3で香川県の

割合を上回っていた。 

香川県で最も高い割合を示したのは

小 6であったが、観音寺市では中 1、

三豊市では小 6、中 1であった。 

 

 

 

 

 ④痩身傾向児（女児） 

 

管内の痩身傾向児の出現率は、小 6

以外の全ての学年で全国および香川県

の数値を下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 管内各市の痩身傾向児の出現率をみ

ると、観音寺市、三豊市ともに小 6で

香川県の割合を上回っていた。 

香川県で最も高い割合を示したのは

中 1、中 3であったが、観音寺市では

小 6、三豊市では中 3であった。 

 

 

 

 

〇全国の数値は文部科学省の学校保健統計調査による。    

〇香川県の数値は香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による。 

〇西讃保健福祉事務所管内の数値は特定給食施設栄養管理報告書による。 

（注）肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が 20％以上のものである。 

   痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20％以下のものである。 

   肥満度（過体重度）＝（実測体重―身長別標準体重）/身長別標準体重×100（％）  

5歳 小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3

西讃管内 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 3.1% 1.6% 2.2% 2.4%

香川県 0.1% 0.1% 1.7% 0.8% 2.7% 1.7% 1.0% 3.2% 2.5% 3.2%

全国 0.3% 0.6% 0.6% 1.3% 2.3% 3.0% 2.9% 4.2% 3.6% 3.6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

令和6年度 痩身傾向児の出現率 女児

5歳 小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3

観音寺市 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 1.3% 5.3% 0.6% 2.1% 1.7%

三豊市 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 2.1% 1.6% 1.5% 2.2% 2.3% 2.8%

香川県 0.1% 0.1% 1.7% 0.8% 2.7% 1.7% 1.0% 3.2% 2.5% 3.2%

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%

令和6年度 痩身傾向児の出現率（香川県と比較）

女児

5歳 小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3

香川県 0.8% 1.0% 0.0% 0.0% 1.1% 2.1% 3.2% 3.0% 1.4% 1.3%

観音寺市 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.9% 0.8% 2.2% 3.4% 2.4% 2.7%

三豊市 0.9% 0.9% 0.8% 0.4% 1.5% 3.0% 3.1% 3.1% 1.3% 1.6%

0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%

令和6年度 痩身傾向児の出現率（香川県と比較）

男児
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（２）保育所等（令和７年度） 

     ①肥満傾向児 

 

管内保育所等の肥満傾向児の出現率は、男児では両市ともに 5歳児が最も割合が高く、女児では観音寺市

は 4歳児、三豊市は 5歳児で最も割合が高かった。（対象 25施設中 3歳児～5歳児の在園している 22施設） 

 

②痩身傾向児 

管内保育所等の痩身傾向児の出現率は、男児では観音寺市は 4歳児で最も高く、三豊市は 5歳児のみに該

当が見られた。一方、女児では観音寺市は 5歳児で最も高く、三豊市は 4歳児のみに該当があった。（対象

25施設中 3歳児～5歳児の在園している 22施設） 

  

5.9%

3.2%

7.1%

5.0%

2.2%

5.8%

7.4%

5.0%

9.2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

3歳 4歳 5歳

令和7年度 肥満傾向児の出現率 男児

西讃管内 観音寺市 三豊市

5.5%
6.8% 6.4%

5.4%

7.6%

3.7%

5.7%
5.1%

12.5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

3歳 4歳 5歳

令和7年度肥満傾向児の出現率 女児

西讃管内 観音寺市 三豊市

0.0%

1.4%

1.1%

0.0%

2.2%

1.8%

0.0% 0.0%

1.0%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3歳 4歳 5歳

令和7年度 痩身傾向児の出現率 男児

西讃管内 観音寺市 三豊市

0.0%

0.9% 0.8%

0.0%

0.6%

1.2%

0.0%

1.3%

0.0%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

3歳 4歳 5歳

令和7年度 痩身傾向児の出現率 女児

西讃管内 観音寺市 三豊市
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（３）学校等、保育所等における経年変化 

管内の学校等、保育所等における肥満傾向児及び痩身傾向児の経年変化を男女別に示した。 

 

男女ともに、3歳から小学 2年生までは横ばいの傾向だが、小学 3～4年生から高学年にかけて肥満傾向児

の割合が増加している。 

 

0%

5%

10%

15%

20%

３歳 ４歳 ５歳 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

管内肥満傾向児の経年変化（男児）

現在中３ 現在中２ 現在中１ 現在小６ 現在小５ 現在小４

現在小３ 現在小２ 現在小１ 現在５歳 現在４歳 現在３歳
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10%

15%

20%

３歳 ４歳 ５歳 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

管内肥満傾向児の経年変化（女児）

現在中３ 現在中２ 現在中１ 現在小６ 現在小５ 現在小４

現在小３ 現在小２ 現在小１ 現在５歳 現在４歳 現在３歳
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男女ともに小学 2年生までは減少傾向にあり、小学 3年生から徐々に痩身傾向児の割合が増加する傾向が

ある。 

 

0%
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6%

9%

３歳 ４歳 ５歳 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

管内痩身傾向児の経年変化（男児）

現在中３ 現在中２ 現在中１ 現在小６ 現在小５ 現在小４

現在小３ 現在小２ 現在小１ 現在５歳 現在４歳 現在３歳
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3%

6%

9%

３歳 ４歳 ５歳 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

管内痩身傾向児の経年変化（女児）

現在中３ 現在中２ 現在中１ 現在小６ 現在小５ 現在小４

現在小３ 現在小２ 現在小１ 現在５歳 現在４歳 現在３歳
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 （４）事業所等 

 

肥満およびやせの状況について、前年

度と比較して大きな変化は認められなか

った。 

 

 

 

 

 

 

15.8%

15.9%

64.2%

64.9%

20.1%

19.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業所（R7)

事業所（R6)

肥満とやせの状況（前年度との比較）

やせ 普通 肥満


